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固定資産税・都市計画税の軽減を受けるための申告方法2

※お問い合わせ先　役場税務課（℡：７－５２９２）

認定経営革新等
支援機関等（※） 中小事業者等 役場税務課

（※）認定経営革新等支援機関等とは
・�認定経営革新等支援機関として認定を受けた税理士、税理士法人、会計士、中小企業診断士、
金融機関等
・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会等
・�帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業
診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会（認定を受けた者は除く）等

申請書ダウンロード
①

確認依頼
②

③
確認後返却

④
申告書を提出

中小企業庁のホームページに【固定資産税等の軽減措置に関するQ＆A】が
掲載されていますのでご参照ください。

（URL：https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html）

町公式ホームページから申告書をダウンロードし、必要事項を記入。
（申告書をダウンロードできない場合は税務課窓口までお越し下さい。）

事業者が認定経営革新等支援機関等に申告書等を提出し、軽減対象であることの確認を依
頼する。
　【確認事項】　・中小事業者等であること
　　　　　　　・事業収入の減少割合
　　　　　　　・特例対象家屋及びその居住用・事業用割合の確認

認定経営革新等支援機関等が②の内容を確認し、申告書の確認欄に押印後、事業者に返却。

役場税務課あてに令和３年１月６日（水）から２月１日（月）まで（当日消印有効）に申告書等
を提出。なお、償却資産を所有する事業者の方は令和３年度償却資産申告書もあわせてご
提出ください。（増加減少がない場合でも提出が必要です。）
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